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災害時の総合行政システム
相互支援協定を締結

問合せ

　シティプロモーション課

　　　☎ (43)1111 内線 683

　4 月 24 日 ( 火 ) 幸手市は、共通の総合行政システム（住

民情報システム）を使用している埼玉県内５市（本庄市、

東松山市、羽生市、深谷市、和光市）およびＡＧＳ株式

会社との７団体間で「災害協定」を締結しました。

　この協定は、地震などの大規模災害が発生し、総合行

政システムが利用できなくなった際の緊急対応と早期復

旧の相互支援を目的とした、県内初の試みとなります。

　具体的には、大規模災害で６市のうちいずれかの団体

が被災し総合行政システムがストップした場合に、ほか

の団体から端末の支援を受けるとともに、免震構造を有するＡＧＳ株式会社のデータセンター内に、仮設サー

バや端末が準備され、データセットアップ、稼働環境の構築支援、機器類の提供に加え、必要に応じシステ

ムエンジニアの提供や帳票印刷のサポートなどを受けることで、早期復旧と業務継続が期待できます。

　そのほか、定期的に協議会を開催し、団体間相互の情報交換、災害合同訓練などを実施します。
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心当たりのない海外からの郵便物・小包に注意！
【
事
例
１
】
海
外
か
ら
の
荷

物
が
国
際
郵
便
で
届
い
た
。

心
当
た
り
が
な
い
の
で
開

封
し
て
い
な
い
。
住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
は
中
国
語
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英
語
表
記
で
、
私
宛
て
に

な
っ
て
い
る
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ネ
ッ
ト
通
販
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利
用
し
た
覚
え
も
な
い
。

連
絡
し
て
返
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す
べ
き
か

対
処
法
を
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り
た
い
。

【
事
例
２
】
中
国
か
ら
の
郵

便
物
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夫
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届
い
た
。

中
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マ
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フ
ォ
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だ
が
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注
文
し

た
覚
え
が
な
い
と
い
う
。

ネ
ッ
ト
通
販
を
利
用
し
て

問合せ　こども支援課（ウェルス幸手内）
　　　　☎（42）8454・（42）2130

提出するもの　

　・市から郵送する「現況届」

　・厚生年金などの加入者は健康保険証の写し

※平成 30 年 1 月 1 日に幸手市以外に住民登録

されていた人は、当時の住所を記入してくだ

さい。

※児童と別居している人や実親以外の人が養育

している場合、別途書類が必要となりますの

でこども支援課へお問い合わせください。

提出期限　７月２日（月）

支給対象　出生の翌月から中学 3 年生まで（15

歳になった日以降の最初の 3 月 31 日まで）の

児童を養育している人

　児童手当を受給している人は、毎年 6 月に

受給資格確認のため、「現況届」の提出が必要

です。

　現況届は、毎年 6 月 1 日の状況を把握し、

6 月分以降の児童手当の受給を決める大切な

届けです。現況届が提出されない場合は、10

月支給分以降の手当を受給することができま

せん。また、提出しないまま 2 年が経過する

と時効となり、受給権がなくなります。

　6 月中旬に郵送しますので、必要事項を記

入、押印の上、同封の返信用封筒に必要書類

を入れて返送してください（窓口に持参も可）。

児童手当の現況届

提出を忘れずに
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。
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消
費
生
活
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タ
ー
（
市
民

協
働
課
内
）☎（
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）
１
１
１
１
内
線

1
9
2
・
（
44
）０
２
５
７（
毎
週
月

曜
～
金
曜
日
午
前
10
時
～
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午
、
午

後
1
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～
3
時
30
分
）

平成 30 年度キャッチフレーズ

「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

■■　男女共同参画とは　■■
　男女が社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、男女が

均等に政治的、経済的、社会的および文化

的利益を享受することができ、共に責任を

担うことをいいます。

と　き　6月 16日（土）午後 1時 30 分～ 4時
ところ　埼玉県男女共同参画推進センター
　　　　（With You さいたま）4階セミナー室
　　　　さいたま市中央区新都心 2-2
講　師　上間　陽子さん（琉球大学教育学部研究科教授）
定　員　150 人（申込み順）
参加費　無料　
申込み・問合せ
　　　　埼玉県男女共同参画推進センター
　　　　☎ 048(601)3111・ 048(600)3802

6 月 23 日～ 29 日は、男女共同参画週間です　
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～

　

人
が
人
と
し
て
生
き
る
権
利
、そ
れ
が
人
権
で
す
。
人
権
は
、

す
べ
て
の
人
が
持
っ
て
い
ま
す
。
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す
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あ
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ど
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と
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　国の定める男女共同参画週間は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年 6 月 23

日にちなんで設けられました。男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めること

を目指しています。

　市ではこの期間中、市役所本庁舎ロビーに

おいてパネル展を開催します。

問合せ　人権推進課

　☎（43)1111 内線 162

　（44)0257

■■　講演会のお知らせ　■■
生きづらさを抱える女性たち

～一人ひとりの言葉と生きる力に心を寄せて～
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9
時
30
分（
小
雨
決
行
）

と
こ
ろ　

大
島
新
田
調
節
池
サ
ッ
カ
ー

グ
ラ
ウ
ン
ド（
大
字
戸
島
地
内
）集
合

▼
権
現
堂
調
節
池（
行
幸
湖
）ク
リ
ー
ン
作
戦

と
き　

7
月
1
日（
日
）午
前
8
時
～

　

10
時（
小
雨
決
行
）

と
こ
ろ　

権
現
堂
調
節
池（
行
幸
湖
管
理

　

事
務
所
駐
車
場
）集
合

※
作
業
用
具（
ゴ
ミ
袋
・
軍
手
）は
市
で

用
意
し
ま
す
。
車
の
場
合
は
、
で
き
る

限
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。
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。
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